
農
業
者
年
金
「
現
況
届
」

提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

平
成
18
年
６
月
30
日
ま
で
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。（
平
成
17

年
７
月
１
日
以
降
の
裁
定
者
お
よ
び
支
給

停
止
解
除
者
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
現
況

届
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

●
提
出
先

　

農
業
委
員
会
事
務
局
お
よ
び
赤
羽
根
支

所
窓
口
係
、
渥
美
支
所
窓
口
係
へ

●
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と

　

提
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
農
業
者
年
金

の
支
給
が
一
時
停
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●
受
給
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

死
亡
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
死
亡
届
を

提
出
し
て
い
な
い
ご
遺
族
の
方
、
至
急
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

７
月
は
「
耕
起
月
間
」
で
す

不
耕
作
地
・
遊
休
農
地
の
保
全
管
理

　

一
度
遊
休
地
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
再

び
利
用
す
る
の
に
は
か
な
り
の
労
力
や
経

費
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
環
境
に

も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
隣
接
地
の
人
に
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
農
地
は
自
分
で
責
任
を
持
っ
て

管
理
し
、
遊
休
農
地
の
解
消
、
予
防
に
努

め
ま
し
ょ
う
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

現
況
証
明
（
非
農
地
証
明
）
に
つ
い
て

　

登
記
簿
上
の
地
目
が
農
地
で
、
20
年
以

上
前
か
ら
継
続
し
て
現
況
が
農
地
で
な
い

土
地
の
地
目
変
更
登
記
を
す
る
場
合
、
農

業
委
員
会
に
よ
る
証
明
書
が
必
要
で
す
。

●
証
明
の
対
象
と
な
る
土
地
は

・
願
出
前
20
年
間
以
上
、農
地
以
外
で
あ
る

こ
と
。

・
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

に
定
め
る
農
用
地
区
域
内
の
土
地
で
な

い
こ
と
。

・
農
地
法
に
よ
る
違
反
転
用
の
処
分
の
対

象
と
な
っ
た
土
地
で
な
い
こ
と
。

●
証
明
に
つ
い
て
必
要
な
書
類

・
現
況
証
明
願
出
書
（
２
部
申
請
）

〈
添
付
書
類
〉　　

・
土
地
の
登
記
簿
謄
本
ま
た
は
登
記
事
項

証
明
書

・
位
置
図

・
公
図

・
土
地
・
建
物
等
配
置
図

・
現
場
写
真

・
20
年
間
以
上
農
地
等
で
な
い
状
態
で
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
な
証
明

※
こ
の
ほ
か
の
書
類
が
必
要
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

●
書
類
の
締
切
日
・
交
付
日

　

毎
月
５
日
が
締
め
切
り
で
す
。
ま
た
、
交

付
に
は
３
週
間
程
度
要
し
ま
す
。
詳
し
く
は

農
業
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
続
税
納
税
猶
予
制
度
と
は

　

農
業
相
続
人
が
、
農
業
を
営
ん
で
い
た

被
相
続
人
か
ら
農
地
等
を
相
続
し
、
引
き

続
き
農
業
経
営
を
し
て
い
く
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
、
相
続
税
の
納
税
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
農
家
が
、
相
続
税
の
支
払
い
の
た

め
に
、
農
地
を
部
分
的
に
手
放
し
た
り
す

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
で
、
農
業
経
営
の
維

持
を
図
ろ
う
と
創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

●
猶
予
さ
れ
る
税
額

　

農
地
評
価
額
の
う
ち
、
農
業
投
資
価
格

を
上
回
る
部
分
に
か
か
る
相
続
税
の
納
税

を
猶
予
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
定
の
条
件

を
満
た
す
と
、
納
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
免
除
さ
れ
る
一
定
の
条
件

・
農
業
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合

・
申
告
期
限
か
ら
20
年
を
経
過
し
た
場
合

・
農
業
相
続
人
が
特
例
の
適
用
を
受
け
た

農
地
等
の
全
部
を
、
農
業
後
継
者
に
生

前
一
括
贈
与
し
た
場
合

※　

こ
の
制
度
は
、
農
家
だ
け
に
認
め
ら

れ
た
特
例
的
制
度
で
す
。

　
　

農
業
相
続
人
が
特
例
適
用
農
地
等
に

お
い
て
、
農
業
を
続
け
る
こ
と
が
猶

予
の
要
件
で
す
。
管
理
が
不
適
切
な

農
地
は
、
猶
予
税
額
と
利
子
税
と
合

わ
せ
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

猶
予
制
度
の
適
用
を
受
け
た
農
地
は

い
つ
も
良
好
に
耕
作
し
、
保
全
管
理

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

平
成
17
年　

農
業
委
員
会
審
査
件
数

平
成
17
年
１
月
〜
12
月

●
農
地
法
３
条
関
係

農
地
な
ど
に
つ
い
て
、
権
利
の
設
定
ま
た

は
所
有
権
を
移
転
す
る
場
合
の
手
続
き

●
農
地
法
４
条
関
係

自
己
所
有
の
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に

す
る
場
合
の
手
続
き

●
農
地
法
５
条
関
係

農
地
な
ど
を
農
地
以
外
の
用
途
に
す
る
た

め
の
権
利
の
設
定
ま
た
は
所
有
権
を
移
転

す
る
場
合
の
手
続
き

　　
●
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
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種
別

件
数

面
積

売
買

119

13
万
８
０
６
２
㎡

交
換

42

４
万
７
１
６
２
㎡

贈
与

28

２
万
７
１
１
６
㎡

賃
貸
借

9

５
７
５
２
㎡

使
用
貸
借

20

12
万
３
９
７
７
㎡

計

218

34
万
２
０
６
９
㎡

種
別

件
数

面
積

許
可

18

７
８
７
４
㎡

届
出

12

５
６
０
５
㎡

計

30

１
万
３
４
７
９
㎡

種
別

件
数

面
積

許
可

68

５
万
９
６
１
２
㎡

届
出

27

９
５
１
２
㎡

計

95

６
万
９
１
２
４
㎡

種
別

件
数

面
積

売
買

80

13
万
２
４
０
８
㎡

貸
借

248

50
万
１
８
２
５
㎡

計

328

63
万
４
２
３
３
㎡


